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曽
於
市
議
会
議
員
等
の
報

酬
・
費
用
弁
償
及
び
期
末
手

当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　

法
改
正
に
伴
い
選
挙
に
関

す
る
も
の
だ
け
の
日
額
報
酬

を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

曽
於
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

従
来
か
ら
の
普
通
徴
収
に

老
齢
等
基
礎
年
金
給
付
の
支

払
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上

の
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主

か
ら
、
特
別
徴
収
が
で
き
る

も
の
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
対
象

者
は
、
2
，0
8
2
世
帯
で

年
金
額
18
万
円
以
下
が
32
世

帯
あ
る
。
実
際
は
重
複
受
給

者
も
い
る
。

曽
於
市
大
隅
弥
五
郎
伝
説
の

里
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
「
使
用
料
」
を
「
利
用
料
」

へ
改
め
る
も
の
で
、
指
定
管

理
者
へ
委
託
さ
れ
た
時
に
利

用
料
と
な
る
。
指
定
管
理
者

は
常
に
営
業
努
力
を
怠
ら
な

い
よ
う
、
ま
た
使
い
や
す
い

よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
施
設
は
地
域
総
合

整
備
事
業
債
の
み
で
、
22
億

2
，5
3
0
万
円
、
平
成
20

年
度
で
完
了
で
あ
る
。

平
成
19
年
度
一
般
会
計
予
算

の
補
正
に
つ
い
て（
所
管
分
）

問　

消
防
設
備
整
備
事
業
費

は
、
地
上
式
消
火
栓
を
地
下

式
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

修
理
で
は
す
ま
な
い
か
。

答　

旧
式
消
火
栓
は
副
栓
が

な
く
、
地
下
式
に
移
行
し
た

方
が
良
い
。

問　

市
内
の
消
火
栓
数
は
。

答　

末
吉
2
4
4
、
大
隅

73
、
財
部
1
3
9
、
合
計

4
5
6
基
で
あ
る
。

問　

定
住
促
進
対
策
事
業
の

不
動
産
鑑
定
委
託
料
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。

答　

財
部
地
区
の
分
譲
地

に
関
し
、
現
在
14
ヵ
所
挙
げ

て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
3

ヵ
所
を
鑑
定
す
る
も
の
で
あ

る
。

問　

分
譲
地
の
規
模
は
ど
れ

く
ら
い
か
。

答　

2
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
40
区

画
の
計
画
で
あ
る
。

　

委
員
の
意
見
よ
り
、
売
れ

や
す
い
場
所
、
住
み
や
す
い

場
所
を
念
頭
に
事
業
を
進
め

る
べ
き
と
あ
っ
た
。

問　

統
計
調
査
費
で
、
今
後

あ
る
も
の
は
。

答　

工
業
統
計
調
査
は
12
月

31
日
現
在
分
を
調
査
す
る
予

定
で
あ
る
。

問　

公
債
費
償
還
元
金
の
借

換
債
は
平
成
19
年
度
何
件
で

内
訳
は
。

答　

公
営
住
宅
建
設
事
業
が

財
部
2
件
、
末
吉
１
件
、
利

率
7
・
1
％
、
平
成
20
年
度

2
件
、
平
成
21
年
度
１
件
で

償
還
す
る
も
の
で
あ
る
。
学

校
教
育
施
設
等
整
備
事
業

は
、
財
部
小
・
末
吉
小
・
諏

訪
小
そ
れ
ぞ
れ
１
件
で
、
利

率
は
共
に
7
・
1
％
と
な
っ

て
い
る
。
以
上
の
6
件
の
借

換
債
を
す
る
。

問　

繰
上
償
還
の
通
知
の
仕

組
み
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
。

答　

総
務
省
自
治
財
政
局
か

ら
県
知
事
へ
通
知
さ
れ
、
県

知
事
か
ら
市
町
村
長
宛
に
通

知
さ
れ
る
。

問　

起
債
件
数
は
い
く
ら

か
。

答　

平
成
19
年
度
末
で

8
4
6
件
の
起
債
が
あ
り
、

39
件
が
繰
上
償
還
対
象
で
あ

る
。

総
務
常
任
委
員
会
（
渡
辺
利
治
委
員
長
）

　

曽
於
市
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
に
つ
い
て
委
員
会

を
開
き
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
議
案
3
件
を
全
会

一
致
で
可
決
、
議
案
１
件
を
賛
成
多
数
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

　各常任委員会では、12 月定例会で付託になった議案・陳情について審査を行いました。
議会広報等調査特別委員会 は、先進地研修を実施しました。

● 総務常任委員会
● 文教厚生常任委員会
● 建設経済常任委員会
● 議会広報等調査特別委員会

告報会員

弥五郎伝説の里の弥五郎どん銅像
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　各常任委員会では、12 月定例会で付託になった議案・陳情について審査を行いました。
議会広報等調査特別委員会 は、先進地研修を実施しました。

会員委

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
、
平
成
20

年
4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
国
民
健
康
保

険
の
自
己
負
担
の
割
合
を
、

義
務
教
育
就
学
（
小
学
校
入

学
）
前
に
つ
い
て
は
2
割
と

し
、
就
学
後
か
ら
69
歳
ま
で

に
つ
い
て
は
3
割
と
し
、
70

歳
以
上
74
歳
ま
で
は
2
割
と

す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

問　

国
の
制
度
改
正
に
よ
り

高
齢
者
の
負
担
が
増
え
る
。

軽
減
措
置
や
減
免
制
度
等
も

同
時
に
考
え
る
べ
き
だ
と
思

う
が
。

答　

高
齢
者
負
担
増
凍
結
の

話
も
あ
る
た
め
、
減
免
制
度

に
つ
い
て
は
同
時
並
行
し
て

出
さ
な
か
っ
た
。

問　

3
歳
か
ら
6
歳
ま
で
の

自
己
負
担
額
を
3
割
か
ら
2

割
に
す
る
こ
と
の
引
下
げ
額

は
ど
の
ぐ
ら
い
か
。

答　

曽
於
市
全
体
で
負
担
減

は
約
3
0
3
万
円
で
あ
る
。

財
部
温
泉
セ
ン
タ
ー
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　

財
部
温
泉
セ
ン
タ
ー
の
使

用
料
を
利
用
料
に
改
め
、
指

定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
運

営
さ
せ
る
た
め
、
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ

る
。

問　

こ
の
条
例
の
適
用
範
囲

は
雑
入
も
含
む
の
か
。

答　

入
浴
料
、
テ
ナ
ン
ト
料

及
び
雑
入
の
全
て
を
指
定
管

理
者
へ
収
入
と
さ
せ
た
い
。

な
お
、
雑
入
を
含
め
る
の
な

ら
条
例
で
明
記
す
べ
き
で
あ

る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
今

後
検
討
し
た
い
と
の
答
弁
が

あ
っ
た
。

財
部
総
合
交
流
タ
ー
ミ
ナ
ル

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　

前
項
の
温
泉
セ
ン
タ
ー
と

同
じ
条
例
改
正
で
あ
り
、
来

年
の
4
月
1
日
か
ら
夏
期
の

施
設
利
用
時
間
が
、
午
後
9

時
か
ら
午
後
10
時
ま
で
延
長

さ
れ
る
。

平
成
19
年
度
曽
於
市
一
般
会

計
予
算
の
補
正
に
つ
い
て

（
所
管
分
）

　

一
般
会
計
予
算
補
正
の
歳

出
の
主
な
も
の
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

①
社
会
福
祉
費
1
，3
8
6

万
円
の
追
加
は
、
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
利
用
に
伴
う
障
害
者

訓
練
等
の
追
加
等
。

②
児
童
福
祉
費
は
、
ひ
ま
わ

り
ク
ラ
ブ
（
末
吉
学
園
）
の

交
流
の
場
や
療
育
器
具
を
整

備
す
る
た
め
の
療
育
等
援
助

事
業
3
0
0
万
円
の
追
加
。

そ
の
ほ
か
教
育
費
と
し
て

4
3
6
万
3
千
円
の
追
加
。

③
学
校
給
食
調
理
業
務
委
託

事
業
9
，1
6
0
万
円
の
債

務
負
担
行
為
の
補
正
が
出
さ

れ
て
い
る
。

問　

学
校
給
食
を
直
営
方
式

か
ら
民
間
委
託
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
よ
り
良
い
給
食
事

業
が
進
め
ら
れ
る
の
か
、
保

護
者
な
ど
心
配
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
運
営
委
員
会

等
の
意
見
も
聞
い
て
お
く
必

要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

答　

議
会
の
議
決
後
、
運
営

委
員
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
と
話
合

い
を
深
め
対
処
し
た
い
。

意
見　

職
員
の
身
分
等
に
つ

い
て
も
意
見
を
よ
く
聞
き
問

題
の
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、

ま
た
今
後
の
学
校
給
食
サ
ー

ビ
ス
が
現
状
よ
り
低

下
し
な
い
よ
う
慎
重

に
事
業
を
進
め
る
よ

う
に
さ
れ
た
い
。　

平
成
19
年
度
曽
於
市

国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
の
補
正
に
つ
い

て
（
第
3
号
）

問　

来
年
度
の
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
導

入
に
よ
り
、は
り
灸
、

あ
ん
摩
の
補
助
は
ど

う
な
る
の
か
。　

答　

一
般
会
計
で

実
施
す
る
と
約
1
，

6
0
0
万
円
の
予
算
が
必
要

と
な
る
が
、
現
段
階
で
は
検

討
中
で
あ
る
。

平
成
19
年
度
曽
於
市
介
護
保

険
特
別
会
計
予
算
の
補
正
に

つ
い
て
（
第
2
号
）

問　

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て
、
市
民
へ
の
広
報
は

ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
な
っ

て
い
る
の
か
。

答　

基
本
検
診
な
ど
を
通

じ
周
知
す
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
ま
た
、
介
護
保
険
証
の

交
付
時
に
パ
ン
フ
等
に
よ
り

広
報
を
行
な
っ
て
い
る
。

文教厚生常任委員会（山田義盛委員長）
　曽於市一般会計補正予算などについて委員会を開き、慎重に審
査した結果、議案 4件を全会一致で可決、議案 2件を賛成多数で
可決すべきものと決定しました。

献
立
の
作
成

学校給食の流れ
食
材
料
の
発
注

食
材
料
の
検
品

調
理
の
指
示

調
理
作
業

調
理
の
検
査

検　

食

配
缶
・
運
搬

給
食
時
間
・
給
食
指
導

洗
浄
・
消
毒
・
保
管

この業務を委託します

財部温泉と交流ターミナル
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曽
於
市
ゆ
ず
搾
汁
セ
ン
タ
ー

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

問　

試
験
操
業
の
結
果
は
。

答　

10
月
1
日
か
ら
12
月
5

日
ま
で
6
4
3
t
搾
汁
し
、

前
設
備
に
対
し
て
操
業
能
力

は
倍
に
な
っ
て
い
る
。

要
請　

今
後
は
ゆ
ず
の
栽
培

を
推
進
し
、
増
産
に
努
力
さ

れ
、
ま
た
衛
生
管
理
に
は
十

分
に
配
慮
し
、
消
費
者
が
安

心
し
て
求
め
ら
れ
る
製
品
作

り
に
努
め
ら
れ
た
い
。

曽
於
市
道
路
線
の
認
定
に
つ

い
て

問　

現
段
階
で
は
大
型
車
の

通
行
量
が
多
い
。
路
面
の
改

修
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答　

県
か
ら
譲
渡
す
る
時
に

は
、
路
面
等
の
悪
い
と
こ
ろ

は
改
修
舗
装
し
て
譲
渡
す
る

こ
と
に
協
議
、
合
意
が
さ
れ

て
い
る
。

要
請　

本
路
線
は
、
市
民
の

生
活
道
路
、
ま
た
産
業
道
路

で
も
あ
り
、
し
っ
か
り
路
面

等
を
改
修
さ
れ
た
道
路
を

譲
り
受
け
る
よ
う
に
さ
れ
た

い
。

平
成
19
年
度
曽
於
市
一
般
会

計
予
算
の
補
正
に
つ
い
て

（
所
管
分
）

問　

農
業
者
年
金
加
入
に
つ

い
て

答　

加
入
に
つ
い
て
は
曽
於

市
で
1
3
4
人
で
あ
る
。

問　

今
後
の
加
入
推
進
は
。

答　

3
人
体
制
で
戸
別
訪
問

し
て
、
年
金
の
仕
組
み
を
説

明
し
、加
入
推
進
に
努
め
る
。

問　

現
在
、
新
規
就
農
者

と
し
て
支
援
し
て
い
る
人
数

は
。

答　

平
成
19
年
11
月
現
在
、

曽
於
市
全
体
で
51

人
で
あ
る
。

要
請　

今
後
は
農

業
を
や
る
気
の
あ

る
人
へ
の
就
農
推

進
に
取
り
組
ま
れ

た
い
。

問　

県
の
事
業
の

実
施
取
消
は
。

答　

取
消
に
つ
い

て
は
、
事
業
主
体

か
ら
の
中
止
で
あ

る
。

要
請　

今
後
は
申
請
の
段
階

で
説
明
を
し
っ
か
り
し
て
、

事
業
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

平
成
19
年
度
曽
於
市
公
共
下

水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
の

補
正
に
つ
い
て
（
第
2
号
）

問　

借
入
金
に
つ
い
て

答　

市
内
金
融
機
関
か
ら
予

定
し
て
い
る
。

平
成
19
年
度
曽
於
市
水
道
事

業
特
別
会
計
予
算
の
補
正
に

つ
い
て
（
第
2
号
）

問　

借
り
換
え
し
、
繰
上
償

還
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
。

答　

公
営
企
業
経
営
健
全
化

計
画
を
作
成
し
て
、
そ
の
内

容
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の

行
政
改
革
に
相
当
程
度
資
す

る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
の
み

で
あ
り
、
ま
た
合
併
し
た
市

町
村
の
み
が
対
応
さ
れ
る
制

度
で
あ
る
。

　

メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、

年
利
7
％
以
上
の
も
の
13
件

の
借
入
利
率
が
安
く
な
る
予

定
で
あ
る
。

議
会
広
報
等
調
査

特
別
委
員
会
先
進

地
研
修
報
告

（
調 
査 
地
）

佐
賀
県
嬉
野
市
・
福
岡
県
福

津
市

（
調
査
事
項
）

議
会
広
報
等
に
関
す
る
調
査

　

議
会
広
報
紙
の
編
集
・
発

行
に
つ
い
て

（
日　
　

程
）

平
成
19
年
11
月
7
日
〜
8
日

（
内　
　

容
）

嬉
野
市

　

嬉
野
市
は
、
人
口
2
9
，

7
7
6
人
、
面
積
1
2
6
．

5
1
㎢
、
平
成
18
年
1
月
1

日
藤
津
郡
塩
田
町
・
嬉
野
町

が
合
併
し
た
、
観
光
・
農
業
・

窯
業
の
盛
ん
な
市
で
あ
る
。

　

委
員
会
名
は
議
会
広
報
編

集
等
委
員
会
、
広
報
紙
の
名

称
は
「
う
れ
し
の
議
会
だ
よ

り
」、
発
行
回
数
は
年
4
回
、

委
員
は
6
名
で
う
ち
写
真
担

当
2
名
、
任
期
は
2
年
。
30

日
以
内
の
発
行
を
目
指
し
て

お
ら
れ
た
。

福
津
市

　

福
津
市
は
、
人

口
5
5
，1
6
7
人
、

面
積
5
2
・
7
1
㎢
、

平
成
17
年
1
月
24
日

宗
像
郡
福
間
町
・
津

屋
崎
町
が
合
併
し
て

で
き
た
市
で
あ
る
。

　

委
員
会
名
は
議
会

広
報
調
査
特
別
委
員

会
、
広
報
紙
の
名
称

は
「
議
会
だ
よ
り
ふ

く
つ
」、
構
成
は
各

常
任
委
員
会
2
名
ず
つ
の
6

名
で
、
任
期
は
2
年
、
発
行

回
数
は
年
4
回
。
議
会
閉
会

の
翌
々
月
の
1
日
に
発
行
と

い
う
流
れ
で
あ
っ
た
。

　

両
市
と
も
に
旧
町
時
代
の

優
れ
た
実
績
を
も
っ
て
お
ら

れ
る
だ
け
に
、
合
併
し
市
に

な
っ
て
も
委
員
に
よ
る
手
作

り
の
市
議
会
だ
よ
り
と
し

て
、
主
体
的
な
取
り
組
み
が

展
開
さ
れ
て
い
た
。

　

市
民
の
知
る
権
利
、
議

会
の
知
ら
せ
る
義
務
を
踏
ま

え
、
読
者
の
目
線
で
あ
り
の

ま
ま
に
わ
か
り
や
す
い
紙
面

に
す
る
た
め
に
、
思
い
切
っ

た
余
白
の
活
用
な
ど
大
変
参

考
に
な
っ
た
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会
（
橋
元
孝
一
委
員
長
）

　

曽
於
市
ゆ
ず
搾
汁
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
制
定
、
曽
於
市
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど

に
つ
い
て
委
員
会
を
開
き
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、

議
案
5
件
を
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し

ま
し
た
。

ゆず搾汁センター

佐賀県嬉野市で先進地研修




